
　
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成20年３月31日

【事業年度】 第68期(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

【会社名】 株式会社新井組

【英訳名】 ARAIGUMI　CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　酒　井　松　喜

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市池田町12番20号

【電話番号】 西宮(0798)26局8156

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部副本部長　　山　下　博　行

【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市池田町12番20号

【電話番号】 西宮(0798)26局8156

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部副本部長　　山　下　博　行

【縦覧に供する場所】 株式会社新井組東京本社

(東京都渋谷区恵比寿１丁目19番15号)

株式会社新井組横浜支店

(横浜市中区翁町２丁目７番地10)

株式会社新井組名古屋支店

(名古屋市東区筒井３丁目４番12号)

株式会社新井組大阪支店

(大阪市西区立売堀一丁目９番10号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

　

EDINET提出書類

株式会社新井組(E00126)

有価証券報告書

 1/80



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

売上高 (百万円) 78,215 70,378 66,613 69,476 70,604

経常利益 (百万円) 2,100 1,523 1,365 561 389

当期純利益 (百万円) 35 172 236 276 172

純資産額 (百万円) 1,151 1,395 1,724 5,311 5,428

総資産額 (百万円) 58,001 50,444 49,391 54,703 54,572

１株当たり純資産額 (円) 44.33 53.72 66.40 110.86 113.31

１株当たり当期純利益 (円) 1.37 6.63 9.10 9.80 3.61

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 (％) 2.0 2.8 3.5 9.7 9.9

自己資本利益率 (％) 3.2 13.5 15.2 7.9 3.2

株価収益率 (倍) 102.4 28.8 30.0 14.9 16.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,237 418 5,078 △2,818 △5,000

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,330 620 456 25 △31

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,514 △951 △4,883 3,624 2,755

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 1,807 1,893 2,546 3,378 1,101

従業員数 (人) 720 587 574 576 573

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は、就業人員数を記載しております。

３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第64期から第66期までは潜在株式がないため、記載し

ておりません。第67期及び第68期は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

４　純資産額の算定にあたり、第67期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

売上高 (百万円) 76,819 69,689 66,197 68,949 69,485

経常利益 (百万円) 2,015 1,508 1,313 509 358

当期純利益 (百万円) 410 162 201 239 148

資本金 (百万円) 582 582 582 2,192 2,192

発行済株式総数 (株) 26,800,00026,800,00026,800,00047,933,22147,933,221

純資産額 (百万円) 1,305 1,539 1,833 5,383 5,475

総資産額 (百万円) 56,987 50,069 48,932 54,548 54,284

１株当たり純資産額 (円) 50.25 59.25 70.58 112.36 114.30

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

0.00
(―)

0.00
(―)

0.00
(―)

0.00
(―)

0.00
(─)

１株当たり当期純利益 (円) 15.80 6.24 7.75 8.50 3.09

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ─

自己資本比率 (％) 2.3 3.1 3.7 9.9 10.1

自己資本利益率 (％) 37.8 11.4 11.9 6.6 2.7

株価収益率 (倍) 8.9 30.6 35.2 17.2 19.4

配当性向 (％) ― ― ― ― ─

従業員数 (人) 704 568 523 524 522

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は、就業人員数を記載しております。

３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第64期から第66期までは潜在株式がないため、記載し

ておりません。第67期及び第68期は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

４　純資産額の算定にあたり、第67期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。
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２ 【沿革】

　

昭和13年７月 新井辰一が、家業を引継ぎ「新井組」として西宮市で土木建築請負業を営む。

昭和19年５月 企業整備令により、西宮市の古塚建築事務所及び芦屋市の笠谷工務店と合同して資本金19

万５千円で「株式会社新井組」を西宮市において設立。

昭和28年９月 建設業法により建設大臣登録(ハ)第3239号の登録を受ける。

昭和29年４月 大阪営業所を開設する。

昭和34年10月 名古屋営業所を開設する。

昭和35年４月 東京営業所を開設する。

昭和37年２月 東京営業所を東京支店に昇格。

昭和38年７月 名古屋営業所を名古屋支店に昇格。

昭和38年８月 大阪証券取引所市場第二部に上場する。

昭和38年９月 広島営業所を開設する。

昭和39年11月 大阪営業所を大阪支店に昇格。

昭和43年10月 納富建設株式会社(東京都)より営業の一部を譲り受ける。

昭和48年10月 宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第1685号を受ける。

昭和48年11月 九州支店を開設する。

昭和49年１月 建設業法の改正により建設大臣許可(特－48)第2949号を受ける。

昭和56年12月 大宝産業㈱(現・連結子会社㈱建創)の株式を取得。

昭和58年２月 広島営業所を広島支店に昇格。

昭和58年８月 東京証券取引所市場第二部に上場する。

昭和59年６月 東京・大阪証券取引所市場第一部に指定替される。

平成元年４月 東京本社を開設する。

平成３年１月 仙台営業所を東北支店に昇格。

平成６年３月 神戸営業所を神戸支店に昇格。

平成８年１月 横浜営業所を横浜支店に昇格。

平成11年８月 大宝産業㈱が㈱建創(現・連結子会社)に社名変更。

平成14年12月 ㈱建創が連結子会社となる。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社１社で構成され、建設事業及び不動産事業等(不動産事業及び建設関連

事業)の事業活動を展開しております。

当社グループの事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

　

建設事業　　　建設事業は、当社及び連結子会社の㈱建創が行っております。

不動産事業等　不動産事業等は、当社が行っております。

　

なお、平成18年12月に実施した第三者割当増資により、ＮＩＳグループ㈱がその他の関係会社となりまし

た。同社グループより建設工事の一部を受注しております。

　

　

事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

(％)
関係内容

(連結子会社)

㈱建創 兵庫県西宮市 40建設事業 (所有)　 100
当社より工事を発注しており
ます。

(その他の関係会社)

ＮＩＳグループ㈱　※ 愛媛県松山市 16,289
総合金融サービ
ス業

(被所有) 37.5
当社と人材派遣、建設事業・
不動産事業での相互協力等の
業務提携をしております。

(注) ※は有価証券報告書を提出しております。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成19年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

建設事業 572

不動産事業等 1

合計 573

(注)　従業員数は就業人員数であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成19年12月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

522 43.5 15.8 6,370,621

(注) １　従業員数は就業人員数であります。なお、このうち正社員数は458人であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

提出会社及び連結子会社において労働組合は結成されておりません。また、労使関係について特に記載

すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

「第２ 事業の状況」における各項目の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。

　
１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善に足踏みがみられるものの設備投資は緩やか

に増加し、雇用情勢に厳しさが残るなか、個人消費はおおむね横ばいで推移するなど、景気は一部に弱さ

がみられるものの回復してまいりました。

　建設業界におきましては、官公庁工事の減少傾向が続くなか価格競争が激化し、さらに平成19年６月の

改正建築基準法の施行に伴い新設住宅着工戸数が大幅に減少するなど、経営環境は一段と厳しい状況と

なりました。

　このような状況の下で当社グループは、順調な民間の設備投資関連の受注確保に注力するとともに、昨

年来熾烈な価格競争が続く官公庁工事におきましては、案件の選別と発注方式の変化に対応した技術提

案力の強化を図ってまいりました。

　また、平成19年10月には、経営改善計画の達成により経営再建に一応のメドをつけたことを受け、さらな

る収益力の強化を目指して、2008年から2010年までの３ヵ年間の経営戦略ならびに経営数値目標を掲げ

た中期経営計画『ヴィジョン2010－プログレスプラン－』を発表し、旧来の請負営業に依存した現況を

脱し、企画営業スタイルへの転換を推進していくことといたしました。

　その結果、当連結会計年度の受注高は、前連結会計年度比4.3％増の747億円となりました。

　売上高につきましては、完成工事高は前連結会計年度比ほぼ横ばいとなりましたが、不動産事業等売上

高の増加により、売上高合計では前連結会計年度比1.6％増の706億円となりました。

　損益につきましては、受注競争激化による完成工事総利益率の低下のため、経常利益は前連結会計年度

比30.6％減の3.8億円となり、当期純利益は前連結会計年度比37.5％減の1.7億円となりました。
　　

事業部門別の状況は、次のとおりであります。

（建設事業）

　受注高は、前連結会計年度比4.3％増の747億円となりました。受注高のうち建築工事は前連結会計年

度比1.9％増の563億円、土木工事は前連結会計年度比12.3％増の184億円であります。

　完成工事高は、前連結会計年度比1.1％増の699億円となりました。完成工事高のうち建築工事は前連

結会計年度比4.2％増の567億円、土木工事は前連結会計年度比10.5％減の131億円であります。

　完成工事総利益につきましては、競争激化により前連結会計年度比3.4％減の34億円となりました。

　

（不動産事業等）

　不動産事業等売上高は、販売用不動産の売却等により前連結会計年度比122.7％増の6億円となり、不

動産事業等売上総利益は前連結会計年度比60.1％減の0.4億円となりました。

　
　
(2) キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが売上債権の増加や仕

入債務の減少などにより50億円の減少（前連結会計年度は28億円の減少）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金の払込などにより31百万円の減少（前連結会計年度は25

百万円の増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加により27億円の増加（前連結会計年度比24.0％

減）となりました。

　その結果、現金及び現金同等物の期末残高は11億円（前連結会計年度比67.4％減）となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

　

区分

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(百万円)

建設事業 71,728 74,798

不動産事業等 ― ─

合計 71,728 74,798

　

(2) 売上実績

　

区分

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(百万円)

建設事業 69,180 69,944

不動産事業等 296 660

合計 69,476 70,604

(注) １　当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２　当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

　

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

　

建設業における受注工事高及び施工高の状況

①　受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

　

期別 工事別
前期繰越
工事高
(百万円)

当期受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

当期完成
工事高
(百万円)

次期繰越工事高

当期
施工高
(百万円)

手持
工事高
(百万円)

うち施工高

比率
(％)

金額
(百万円)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

建築 41,53554,83296,36753,94742,4201.5 628 54,179

土木 8,68316,44125,12514,71410,4110.1 5 14,714

計 50,21871,274121,49368,66152,8311.2 634 68,894

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

建築 42,42055,17997,60055,66341,9373.0 1,24056,275

土木 10,41118,45628,86713,16815,6990.2 28 13,190

計 52,83173,636126,46868,83157,6362.2 1,26869,465

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増

減額を含みます。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。

２　次期繰越工事高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。

３　当期施工高は(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致します。
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②　受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

　

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

建築工事 37.2 62.8 100.0

土木工事 17.1 82.9 100.0

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

建築工事 41.7 58.3 100.0

土木工事 53.0 47.0 100.0

(注)　百分比は請負金額比であります。

　

③　完成工事高

　

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

建築工事 4,586 49,360 53,947

土木工事 10,960 3,754 14,714

計 15,546 53,115 68,661

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

建築工事 2,467 53,195 55,663

土木工事 9,545 3,622 13,168

計 12,013 56,818 68,831

(注) １　完成工事のうちの主なものは、次のとおりであります。

前事業年度　請負金額８億円以上の主なもの

ニチモ㈱
㈱アゼル

新大阪ウィスト新築工事

村田機械㈱ 村田機械㈱犬山事業所テクノセンターＮ棟新築工事
藤和不動産㈱
㈱エス・ディー・マネジメント

(仮称)尼崎長洲西通りマンション計画新築工事

近畿菱重興産㈱ ディアエスタミオ舞子新築工事及び開発・造成工事
岐阜プラスチック工業㈱ 岐阜プラスチック工業㈱福島工場新築工事
　
当事業年度　請負金額９億円以上の主なもの

アーバンライフ㈱ 香里ヶ丘七丁目アーバンライフ新築工事
野村不動産㈱ プラウド茨木東宮町新築工事
東日本高速道路㈱ 日本海東北自動車道　神沢工事
独立行政法人都市再生機構 大師河原一丁目地区第２住宅建築工事
ヤマックス㈱ ヤマックス株式会社埼玉工場増築工事

　

２　完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりでありま

す。

前事業年度

該当する相手先はありません。
　
当事業年度

藤和不動産㈱ 8,554百万円 12.4％
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④　手持工事高(平成19年12月31日現在)

　

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

建築工事 155 41,781 41,937

土木工事 7,194 8,504 15,699

計 7,350 50,286 57,636

(注)　手持工事のうち請負金額12億円以上の主なものは、次のとおりであります。

藤和不動産㈱
アーバンライフ㈱
関電不動産㈱
レイディクス不動産㈱
㈱ユニチカエステート

(仮称)三田すずかけⅠ・Ⅱ番館新築工事 平成20年６月完成予定

総合地所㈱ (仮称)ルネ京成佐倉新築工事 平成20年６月完成予定

三交不動産㈱
日精興産㈱

(仮称)南堀江マンション計画新築工事 平成21年３月完成予定

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路　静岡サービスエリア工事 平成22年４月完成予定

加古川市坂元・野口
土地区画整理組合

公共施設等整備工事 平成20年３月完成予定

　

３ 【対処すべき課題】

当社は、平成19年10月１日開催の取締役会におきまして、中期経営計画『ヴィジョン2010－プログレス

プラン－』を策定いたしました。

　この中期経営計画は、経営改善計画の達成により経営再建に一応のメドをつけたことを受け、さらなる

収益力の強化を目指して、2008年から2010年までの３ヵ年間の経営戦略ならびに経営数値目標について、

策定したものであります。

中期経営計画の概要は、次のとおりであります。

　

『ヴィジョン2010－プログレスプラン－』の概要

①中期経営戦略

 1. 請負営業に依存した現況を脱し、企画開発型の収益事業体制の確立

・開発事業を中核とした事業ポートフォリオを再組成し、請負営業スタイルから、企画営業スタイル

への転換を推進。

・開発事業（大規模・マンション・再開発等）への展開を急ピッチで進め、必要に応じて不動産関

連投資を実施。

 2. 企業価値の極大化を図る施策を実施し、生産性の高い企業体を目指す

・ステークホルダーとの関係を再構築し、業界再生のベンチマーク企業を目指す。

・既存のゼネコンビジネスに拘らない新しいビジネスモデルの構築。

 3. 資金調達の安定化を図ることを目的に、多面的な財務戦略も推進する

・収益事業の特性を生かすための多面的資金調達（ＰＪファイナンス、ＳＰＣの活用等）を実現。

 4. 大胆な組織再編や人事政策を断行し、機動的で動態的な組織作り

・業界特有の受身体質を打破するため、新規部門の立ち上げや人材採用・抜擢人事・若手登用等を

図る。
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②中期経営戦略（数値目標　2010／12期　最終年度）

 1. 売上高840億円、売上総利益70億円を目標

 2. 営業利益40億円超、営業利益率5％を目標

 3. 自己資本比率20％超を目標

 4. デットエクイティレシオ1.1倍以下を目標

 5. 早期の復配を目指すとともに、配当性向10％以上を目標

　

2010／12（目標）

区分
金額

（百万円）
構成比
（％）

売上高 84,000 100.0

売上総利益 7,000 8.3

営業利益 4,000 4.8

経常利益 3,400 4.0

受注高 85,000

　

今後のわが国経済は、企業部門の好調さが持続して家計部門へ波及し、国内民間需要に支えられた景気回

復が続くものと見込まれますが、一方原油価格の動向が内外経済に与える影響等に留意する必要があり、先

行きには予断を許さないものがあります。

　建設業界におきましては、公共投資の減少と受注競争激化による利益率の低下など引き続き厳しい環境が

続くものと予想されます。

当社グループとしましては、民間の設備投資関連工事の受注確保に引き続き注力するとともに、開発事業

への展開を急ピッチで進め、企画営業スタイルへの転換を推進して、中期経営計画の数値目標の達成と早期

の復配を目指してまいります。また、コスト削減努力を継続し、有利子負債の圧縮にも注力してまいります。

　なお、当社が過年度に受注した名古屋市上下水道局発注工事の入札に関して、当社社員が平成18年12月及

び平成19年２月に談合罪で各々有罪判決を受けたことに伴い、国土交通省より平成19年４月12日付で営業

停止処分を受けました。

　また、同じく過年度に受注した防衛施設庁発注工事の入札に関して独占禁止法違反があったとして、平成

19年６月20日付で公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、国土交通省

より平成19年９月25日付で営業停止処分を受けました。

　このような重大な事態を踏まえ、当社グループとしましては、さらなるコンプライアンス強化策を実施し、

再発防止と早期の信頼回復に努めるとともに、内部統制システムの早期整備を行い、経営の一層の効率化を

図ってまいる所存であります。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事

項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当

社グループが判断したものであり、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回

避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

　

(1) 経済・財政状況の変化によるリスク

国及び地方公共団体等の財政状態が厳しい中、想定を上回る官公庁工事の削減が行われた場合、また、

国内外の経済状況の変化に伴い、民間企業の住宅建設の減少や設備投資計画の縮小・延期等が行われた

場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 資材調達のリスク

原材料等の価格が高騰した際、請負金額に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性

があります。

(3) 資産保有リスク

営業活動上の必要性から、不動産・有価証券等の資産を保有しているため、時価の変動により、業績に

影響を及ぼす可能性があります。

(4) 取引先の信用リスク

取引先に対する厳格な審査の実施など可能な限りの信用リスク回避策を講じております。しかしなが

ら、万一、発注者、協力会社、共同施工会社等の法的倒産あるいは信用不安が顕在化した場合、工事代金の

回収不能や施工遅延により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 金融リスク

金利の急激な上昇が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 瑕疵の発生によるリスク

品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生した場合

には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 災害等リスク

当社グループは安全管理を徹底して行い、第三者損害や労働災害等の撲滅に万全を期しております。し

かしながら、万一、人身や器物、施工物等に関わる重大事故が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能

性があります。

(8) 企画開発型ビジネスの展開に伴うリスク

当社グループは、企画開発型ビジネスを展開していく計画でありますが、企画開発型ビジネスは事業期

間が長期間となることもあることから、事業環境に著しい変化が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可

能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６ 【研究開発活動】

(建設事業)

当社の研究開発活動は、技術力の向上と社会貢献を目標として応用技術に主力を置き、全社的な施工

体制の強化と積極的な技術提案を目指して取り組んでおります。

さらに、研究開発活動の拡大と効率化を図るため、国土交通省との共同研究をはじめ、大学、研究機関、

異業種企業との共同開発や技術提携にも力を傾注しております。

当連結会計年度は、生産の合理化と耐震性の向上、品質の確保ならびに環境対策と性能保証に向けた

技術力の整備に主眼を置いた研究開発活動を行い、研究開発費として31百万円を投入しました。

なお、当連結会計年度における主な研究開発活動は、以下のとおりであります。

(1) 高耐久高品位ハウジングシステムに関する研究開発と実用化

(2) 高層鉄筋コンクリート造構工法に関する研究開発と実用化

(3) 混合構造・免震構造・制震構法の実用化

(4) ＡＨＥＤ―ＲＣＳの実用化

(5) ＳＰＬＩＴ工法の実用化

(6) ＡＴＯＭｉＫ合成壁の実用化

(7) 耐震補強技術の研究開発と実用化

(8) 新補強土工法の研究開発と実用化

(9) 建設廃材の再資源化と有効利用に関する研究開発と実用化

(10) 屋上緑化・壁面緑化の実用化

なお、子会社においては、研究開発活動は特段行われておりません。

　

(不動産事業等)

研究開発活動は特段行われておりません。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表を作成するにあたっては、連結会計年度末の資産・負債及び連

結会計年度の収益・費用の数値に影響を与える見積り及び判断が行われております。これらの見積り及

び判断については、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴

うため、実際の結果はこれらと異なる場合があります。

　

(2) 財政状態の分析

(資産の部)

当連結会計年度末の資産の部は、現金預金や販売用不動産の減少などにより、前連結会計年度末比

0.2％減の545億円となりました。　

　

(負債の部)

当連結会計年度末の負債の部は、仕入債務の支払や新株予約権付社債の繰上償還などにより、前連結

会計年度末比0.5％減の491億円となりました。　

なお、借入金の残高は177億円となり、前連結会計年度末と比べ36億円増加しました。
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(純資産の部)

当連結会計年度末の純資産の部は、その他有価証券評価差額金が減少しましたが、当期純利益の計上

により、前連結会計年度末比2.2％増の54億円となりました。　

　

(3) 経営成績の分析

(売上高)

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比1.6％増の706億円となりました。これは、受注高が前連

結会計年度比4.3％増の747億円となったためであります。

　

(売上総利益)

当連結会計年度の売上総利益は、35億円と前連結会計年度に比べ１億円減少しました。これは、建設事

業での受注競争の激化と労務費や資材価格の上昇により、完成工事総利益率が5.0％と前連結会計年度

に比べ0.2％悪化したことによるものであります。

　

(販売費及び一般管理費)

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、26億円と前連結会計年度比2.7％減少しました。その主な

要因は、雑費等の削減により、物件費が1.1億円減少したためであります。

　

(営業外損益)

当連結会計年度の営業外収益は、0.2億円と前連結会計年度に比べ５百万円増加しました。また、当連

結会計年度の営業外費用は、5.2億円と前連結会計年度に比べ0.5億円増加しました。このうち金融収支

は5.1億円の支払超過であり、前連結会計年度比16.5％増となりました。

　

(経常利益)

以上の結果、当連結会計年度の経常利益は、3.8億円と前連結会計年度に比べ1.7億円減少し、当連結会

計年度の売上高経常利益率は、前連結会計年度比0.2％悪化して0.6％となりました。

　

(特別損益)

当連結会計年度の特別利益は、0.5億円と前連結会計年度に比べ2.3億円減少しました。また、当連結会

計年度の特別損失は、前連結会計年度に比べ３億円減少して２億円となりました。

　

(当期純利益)

当連結会計年度の当期純利益は、1.7億円と前連結会計年度に比べ１億円減少しました。売上高当期純

利益率は0.2％と前連結会計年度に比べ0.2％悪化しました。

　

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

(キャッシュ・フロー)

「第２[事業の状況]１[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

「第３　設備の状況」における各項目の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。

　
１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、重要な設備の除却または売却等はなく、既存設備の維持・更新等

を中心とする総額16百万円の投資を実施しました。

　また、当連結会計年度において、提出会社の大阪支店は平成19年８月６日付で事務所を大阪市中央区から

西区へ、子会社㈱建創は平成19年４月15日付で事務所を神戸市中央区から兵庫県西宮市へ、それぞれ移転し

ました。

　なお、事業の種類別セグメントの設備投資については、提出会社の大半の設備が建設事業に使用されてお

り、建設事業と不動産事業等を分類せず一括して記載しております。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　

事業所名
(所在地)

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)建物

構築物

機械運搬具
工具器具
備品

土地

合計
面積(㎡) 金額

本店
(兵庫県西宮市)

230 64
473

(3,254)
81 376 364

東京本社
(東京都渋谷区)

15 10 3 2 29 122

名古屋支店
(名古屋市東区)

222 0 1,668 309 532 10

大阪支店
(大阪市西区)

1 2 ― ― 4 6

神戸支店
(神戸市中央区)

0 0 10,0131,171 1,171 8

広島支店
(広島市中区)

0 0 ― ― 0 3

九州支店
(福岡市博多区)

0 1 ― ― 1 4

　　

(2) 国内子会社

　

会社名
(所在地)

事業の種類別
セグメント
の名称

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)建物

構築物

機械運搬具
工具器具
備品

土地

合計
面積(㎡) 金額

㈱建創
(兵庫県西宮市)

建設事業 23 ─ 166 44 68 51

(注) １　提出会社は建設事業の他に不動産事業を営んでおりますが、大半の設備は建設事業に使用されているので、事

業の種類別セグメントに分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。

２　土地及び建物の一部を連結会社以外から賃借しております。賃借料は518百万円であり、土地の面積について

は、(　)内に外書きで示しております。

３　土地・建物のうちで賃貸中の主なもの

事業所 土地(㎡) 建物(㎡)

㈱新井組

本店 473 1,751

４　リース契約による賃借設備のうち主なもの

会社名 事業所名 名称 台数 リース期間
年間リース料
(百万円)

リース契約
残高
(百万円)

㈱新井組
本店・
東京本社

ＯＣＲ
システム

４台 ４年 3 8

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度においては、経常的な設備の更新のための新設、除却等を除き、新たに確定した重要な設

備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 191,700,000

計 191,700,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成19年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 47,933,22147,933,221

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

計 47,933,22147,933,221― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成15年３月28日
(注)１

― 26,800,000 ― 582 △2,569 282

平成 18年３月28日～
平成 18年 12月25日

(注)２
3,233,22130,033,221 249 832 248 530

平成18年12月26日
(注)３

17,900,00047,933,2211,360 2,192 1,360 1,890

(注) １　第63期定時株主総会決議に基づく損失処理に伴い、資本準備金を取り崩したものであります。

２　新株予約権の行使による増加であります。

３　第三者割当　発行価額152円　資本組入額76円

割当先　ＮＩＳグループ㈱
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(5) 【所有者別状況】

平成19年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 29 35 186 22 3 7,3117,586 ―

所有株式数
(単元)

― 40,72014,645253,1145,246 56 164,430478,211112,121

所有株式数
の割合(％)

― 8.52 3.06 52.92 1.10 0.01 34.39 100 ―

(注) １　自己株式27,091株は、「個人その他」に270単元及び「単元未満株式の状況」に91株含めて記載しております。

２　上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,189単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成19年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ＮＩＳグループ株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 17,900 37.34

テクノエンジニアリング
株式会社

兵庫県西宮市松原町４番５号 1,973 4.12

新井組共栄会 兵庫県西宮市池田町12番20号 1,249 2.61

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 1,195 2.49

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 817 1.71

新井組従業員持株会 兵庫県西宮市池田町12番20号 724 1.51

新井組新友会 兵庫県西宮市池田町12番20号 577 1.21

極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番45号 563 1.17

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 379 0.79

杉本　浩三 高知県高知市 353 0.74

計 ― 25,733 53.69

(注) １　新井組共栄会は、当社取引先持株会であります。

２　新井組新友会は、当社従業員の互助会であります。

３　前事業年度末で主要株主であった株式会社鴻池組は、当事業年度末では主要株主でなくなっております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成19年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

27,000
―

株主としての権利内容に制限のない、
標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

47,794,100
477,941 同上

単元未満株式
普通株式

112,121
― 同上

発行済株式総数 47,933,221― ―

総株主の議決権 ― 477,941 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が118,900株(議決権1,189個)含まれておりま

す。

　

② 【自己株式等】
平成19年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱新井組

兵庫県西宮市池田町
12番20号

27,000― 27,000 0.06

計 ― 27,000― 27,000 0.06

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 2,479 255,775

当期間における取得自己株式 341 20,174

(注) 当期間における取得自己株式には、平成20年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含まれておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─ ─ ― ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他
（　　　―　　　）

─ ─ ─ ─

保有自己株式数 27,091 ─ 27,432 ─

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成20年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含まれておりません。

　

　
３ 【配当政策】

利益配分につきましては、経営基盤の強化並びに事業収益拡大のために内部留保の充実を図るとともに、

株主の皆様へ安定的に利益還元することを基本方針としております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　当事業年度（第68期）の配当につきましては、受注環境が依然として厳しい状況が続いているため、業績

及び経営環境等を総合的に勘案して引き続き無配といたしました。

　内部留保につきましては、有利子負債の圧縮等財務体質の強化を行うための資金に充当いたします。

　なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

最高(円) 200 314 300 290 158

最低(円) 45 125 194 142 51

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場を記載しました。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別
平成19年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 127 118 78 77 66 97

最低(円) 108 71 57 62 51 59

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場を記載しました。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役

社長
最高執行役員 酒　井　松　喜

昭和18年

10月31日生

昭和43年４月 ㈱新井組入社

平成20年３月

～平成22年３月
29

平成８年３月 取締役就任(現任)

平成８年８月 土木本店長

平成12年５月 ㈱カンキョウ・クリエート代表取締

役社長就任

平成14年１月 関西本店長兼購買本部副本部長

平成14年11月 代表取締役社長兼最高執行役員就任

(現任)

平成16年１月 営業本部長

代表取締役

副社長

副社長

執行役員
上　山　秀　夫

昭和22年

５月23日生

平成12年４月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)執

行役員姫路支店長

平成20年３月

～平成22年３月
27

平成13年４月 ㈱新井組入社顧問

平成13年７月 管理本部長

平成14年３月 代表取締役専務取締役就任

平成14年11月 代表取締役副社長兼副社長執行役員

就任(現任)

取締役
専務執行役員

管理本部長
柴　田　雅　博

昭和17年

11月19日生

昭和47年12月 ㈱新井組入社

平成20年３月

～平成22年３月
22

平成３年４月 経営本部人事部長兼秘書室長

平成５年３月 取締役就任

平成10年１月 管理本部人事総務部長兼管理本部広

報室長

平成14年３月 取締役就任(現任)

平成15年１月 管理本部長(現任)

平成19年３月 専務執行役員就任(現任)

取締役
専務執行役員

営業本部長
中　橋　　　實

昭和20年

７月４日生

昭和45年１月 ㈱新井組入社

平成20年３月

～平成22年３月
15

平成13年１月 関西本店営業第二部統轄部長

平成14年１月 執行役員関西本店副本店長

平成16年１月 常務執行役員本店長

平成18年３月 専務執行役員就任(現任)本店長

平成20年１月 営業本部長(現任)

平成20年３月 取締役就任(現任)

取締役
常務執行役員

施工本部長
中　西　政　治

昭和26年

１月15日生

昭和49年４月 ㈱新井組入社

平成19年３月

～平成21年３月
10

平成14年１月 関西本店建築技術統轄部長

平成15年１月 関西本店副本店長兼施工本部副本部

長

平成16年１月 執行役員本店副本店長兼施工本部副

本部長

平成18年１月 施工本部長(現任)

平成18年３月 常務執行役員就任(現任)

平成19年３月 取締役就任(現任)

取締役 石　垣　圭　史
昭和46年

４月３日生

平成７年４月 ㈱ニッシン(現ＮＩＳグループ㈱)入

社

平成19年３月

～平成21年３月
7

平成14年６月 同社取締役就任

平成16年８月 ㈱ベンチャー・リンク取締役就任(現

任)

平成17年７月 ㈱ニッシン(現ＮＩＳグループ㈱)執

行役員就任(現任)

平成18年６月 同社営業本部副本部長兼営業部門長

平成19年３月 ㈱新井組取締役就任(現任)

平成19年４月 ＮＩＳグループ㈱投資銀行・営業本

部副本部長(現任)

取締役 今　城　　　彰
昭和24年

２月15日生

昭和48年４月 ㈱日本長期信用銀行入行

平成19年３月

～平成21年３月
7

平成17年10月 ㈱ニッシン(現ＮＩＳグループ㈱)入

社　同社営業統括本部社長付部長

平成18年４月 同社執行役員就任(現任)

平成18年６月 同社取締役就任　営業本部副本部長兼

事業開発部門長

平成19年３月 ㈱新井組取締役就任(現任)

平成19年11月 ＮＩＳグループ㈱企画管理本部副本

部長兼経営企画部長兼総務部長(現

任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役 浜　田　賢太郎
昭和18年

11月２日生

昭和42年４月 ㈱新井組入社

平成19年３月

～平成23年３月
20

平成７年１月 神戸支店副支店長

平成12年１月 関西総本店部長

平成12年３月 常勤監査役就任(現任)

常勤監査役 藤　田　斌　恭
昭和21年

１月24日生

昭和39年４月 ㈱新井組入社

平成19年３月

～平成23年３月
14

平成６年３月 取締役就任

平成17年３月 常務執行役員東京本店長

平成18年３月 顧問就任

平成19年３月 常勤監査役就任(現任)

監査役 羽　尾　良　三
昭和22年

６月23日生

昭和49年４月 弁護士登録 平成17年３月

～平成21年３月
6

平成８年３月 ㈱新井組監査役就任(現任)

監査役 岩　木　英　一
昭和10年

６月17日生

昭和39年８月 公認会計士登録
平成19年３月

～平成23年３月
6平成７年７月 日本公認会計士協会常務理事

平成９年３月 ㈱新井組監査役就任(現任)

計 170

(注) １　取締役今城　彰氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役羽尾良三、岩木英一の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　「取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。」旨を定款に定めております。

４　「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。」旨を定款に定めております。

５　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１

名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(千株)

乗　鞍　良　彦 昭和27年５月１日生

昭和60年４月 弁護士登録

―平成13年４月 兵庫県弁護士会副会長

平成20年３月 ㈱新井組補欠監査役就任(現任)

６　会社法上の取締役及び監査役とは別に、取締役会が決定した経営方針に基づき業務執行を行う「執行役員」
は、次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております)

役名 氏名 職名

※　最高執行役員 酒　井　松　喜

※　副社長執行役員 上　山　秀　夫

※　専務執行役員 柴　田　雅　博 管理本部長

※　専務執行役員 中　橋　　　實 営業本部長

専務執行役員 陰　山　　　凌

※　常務執行役員 中　西　政　治 施工本部長

常務執行役員 中　原　孝　行 営業本部副本部長

常務執行役員 山　下　博　行 管理本部副本部長兼管理本部経理部長

常務執行役員 酒　井　孝　司 経営企画部長

常務執行役員 加　藤　誠　次 本店長

常務執行役員 粕　谷　晋　一 施工本部技術部長

常務執行役員 松　本　博　邦 営業本部副本部長兼営業本部開発事業部長兼本店副本店長

常務執行役員 小　畠　耕　二 東京本店長

執行役員 吉　村　信　寛 本店副本店長

執行役員 新　本　隆　志 東京本店副本店長兼東京本店営業部長

執行役員 大　和　雅　生 施工本部設計技術部長

執行役員 梶　原　　　卓 施工本部副本部長

執行役員 安　波　盛　雄 施工本部技術部長

執行役員 木　村　正　二 営業本部土木事業部長兼本店土木営業部長

執行役員 内　田　博　和 施工本部副本部長

執行役員 権　藤　秀　輝 名古屋支店長

執行役員 関　原　　　徹 管理本部人事総務部長兼管理本部法務室長
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、社業を通じて新たな価値を創造し社会に貢献することにより、顧客、株主、取引先、及び地域社

会等の満足と信頼を得ることを経営の基本方針としております。

これを実現するために

①　迅速で的確な経営の意思決定と執行

②　公正、公平かつ健全な企業の行動と運営

③　法令等の遵守

が経営上の重要な課題であると認識しております。
　

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の内容

当社は監査役制度採用会社であり、平成19年12月31日現在４名の監査役のうち２名が社外監査役

であります。社外監査役には弁護士及び公認会計士を選任し、取締役の業務執行の適法性等に関し、

専門知識に基づいた監査を行っております。

取締役会は毎月１回、その他必要に応じて開催し、経営の意思決定機関として、７名の取締役（う

ち１名が社外取締役）により法定事項を協議決定するとともに、経営の基本方針ならびに経営に関

する重要な事項の決定と、業務執行状況の監督を行っております。

経営会議は取締役及び部店長等で構成され、原則として隔週１回、その他必要に応じて開催し、取

締役会の定める経営の基本方針に基づいて業務全般の執行方針を確立するため、業務執行に関する

重要事項を協議決定し、併せて業務執行の全般的調整を行っております。

平成13年３月より執行役員制度を導入し、執行役員への権限委譲を進め、経営と業務執行の機能分

担を明確にして、取締役会の監督機能の強化、執行役員の業務執行体制の強化及び迅速化を図ってお

ります。

　なお、平成19年３月29日付の定款変更により、取締役の定員を３名以上から７名以内に、監査役の定

員を３名以上から４名以内にそれぞれ変更しました。

②　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は平成６年６月に「企業活動管理委員会」を設置し、業務の有効性及び効率性を確保する各

施策を実施するとともに、危機の予防体制の整備に努め、危機発生時には「緊急時対応体制（緊急時

対応規則）」により、迅速かつ適切な対応を行うこととしております。また、平成16年９月に「新井

組コンプライアンスマニュアル」を制定及び「企業活動管理委員会」に「コンプライアンス委員

会」を設置し、企業倫理の確立、事業活動の適正化、関係法令の遵守等の徹底に努めるとともに、全役

職員に対する教育を定期的に実施しております。

　一方、取締役・従業員は、グループ各社における重大な法令違反その他のコンプライアンスに関す

る重要な事実を発見した場合、コンプライアンスマニュアル並びに内部通報規則に従い、内部または

外部通報窓口に通報します。そして、コンプライアンス委員会の委員長は、当該報告された事実につ

いての調査を指揮・監督し、委員会において必要と認める場合は適切な対策を決定します。加えて、

法令違反等の未然防止、早期発見・早期解決のために、相談窓口を管理本部法務室に設置しておりま

す。

　さらに、改正独占禁止法の施行を受けて、「企業活動管理委員会」に「独占禁止法遵守委員会」を

設置し、改正独占禁止法マニュアルの作成及び教育、営業活動規則の制定及び営業活動のモニタリン

グ、役員・従業員からの法令遵守の誓約書の提出等を実施しております。

また、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合、適時に指導、助言を

受けております。

③　内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査は、平成17年１月に社長直轄の監査室（平成19年12月31日現在の人員２名）を設

置し、内部統制の状況や業務執行状況等について、監査役会及び会計監査人と連携して監査を実施し

ております。監査結果については、随時社長及び監査役会に報告しております。

一方、各監査役は取締役会や経営会議に出席するなど、監査役監査基準及び年度監査計画に基づい

た監査を行っております。監査役会は毎月１回、その他必要に応じて開催し、監査に関する必要事項

の報告を受け、協議・決議を行っております。
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④　会計監査の状況

当社の会計監査人でありましたみすず監査法人は、平成19年６月７日付で会計監査人を辞任しま

した。これにより、当社監査役会は、会計監査人が不在となることを回避するため、会社法第346条第

４項及び第６項の規定に基づく一時会計監査人として霞が関監査法人を平成19年６月８日付で選任

しました。

　霞が関監査法人は、監査計画・監査結果について随時、監査役会に対して報告を行っております。業

務を遂行する公認会計士は、指定社員　業務執行社員　森内茂之氏及び植田益司氏であります。また、

監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士補２名、その他１名であります。

　なお、平成20年３月開催の当社第68回定時株主総会において、会計監査人として霞が関監査法人が

選任され就任しております。

⑤　社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役１名は、当社の大株主である会社の取締役（平成19年12月31日現在）であり、社外監査

役２名と当社との間には、特別の利害関係はありません。

⑥　取締役の選任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。ま

た、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑦　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要

件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑧　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(イ)  自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条

第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することがで

きる旨を定款に定めております。

（ロ）中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年６月30日現

在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に中間配当を行うことが

できる旨を定款に定めております。

（ハ）取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）がその

職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第１項

の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項の責任を法令が定める範囲で免除

することができる旨を定款に定めております。
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当社の業務執行・経営の監視及び内部統制の仕組みは、下図のとおりであります。

　

　

(2) 役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は、以下のとおりであります。

区分

社内役員 社外役員 計

支給人員
(名)

報酬額
(百万円)

支給人員
(名)

報酬額
(百万円)

支給人員
(名)

報酬額
(百万円)

取締役 6 121 1 1 7 123

監査役 2 17 2 10 4 27

計 8 138 3 12 11 151

（注）上記報酬の額には、当事業年度に係る役員退職引当金繰入額が含まれております。

　

(3) 監査報酬の内容

当事業年度における当社のみすず監査法人及び霞が関監査法人に対する報酬は、以下のとおりであ
ります。

区分
支払額
（百万円）

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 霞が関監査法人 33

上記以外の業務に基づく報酬
（財務報告に係る内部統制を構築するための助言、指導等に対するもの）

みすず監査法人 2

霞が関監査法人 0

（注）監査法人との監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に
対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分しておりませんので、これらの合計額を
記載しております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省

令第14号)に準じて記載しております。

なお、前連結会計年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年１月１日から平成19年12月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建

設省令第14号)により作成しております。

なお、前事業年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則及び建設

業法施行規則に基づき、当事業年度(平成19年１月１日から平成19年12月31日まで)は、改正後の財務諸表

等規則及び建設業法施行規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

(1) 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年１月１日から平成18年12月

31日まで)及び前事業年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表

について、みすず監査法人及び監査法人はるかにより監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１

項の規定に基づき、当連結会計年度(平成19年１月１日から平成19年12月31日まで)及び当事業年度(平成

19年１月１日から平成19年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、霞が関監査法人により

監査を受けております。

　

(2) 当社の監査人は次のとおり交代しております。

前連結会計年度及び前事業年度　　　　　みすず監査法人及び監査法人はるか

当連結会計年度及び当事業年度　　　　　霞が関監査法人
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

現金預金 3,378 1,101

受取手形・
完成工事未収入金等

※３ 39,975 42,976

未成工事支出金等 1,086 1,663

販売用不動産 ※２ 1,319 792

短期貸付金 ― 20

前払費用 518 532

その他 2,379 1,566

貸倒引当金 △445 △420

流動資産合計 48,21288.1 48,23188.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

建物・構築物 ※２ 1,242 1,223

機械・運搬具・
工具器具備品

729 719

土地 ※２ 1,609 1,609

減価償却累計額 △1,361 △1,367

有形固定資産合計 2,219 2,184

２　無形固定資産 107 106

３　投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 931 834

長期貸付金 107 98

繰延税金資産 1,492 1,529

その他 1,671 1,611

貸倒引当金 △39 △25

投資その他の資産合計 4,163 4,049

固定資産合計 6,49011.9 6,34011.6

資産合計 54,703100.0 54,572100.0
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　 前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

支払手形・工事未払金等 ※３ 29,810 27,503

短期借入金 ※２ 13,970 17,735

一年以内償還の
新株予約権付社債

850 ─

未払費用 6 ７

未成工事受入金 210 204

完成工事補償引当金 463 481

工事損失引当金 42 19

賞与引当金 46 48

預り金 2,196 1,527

その他 510 310

流動負債合計 48,10587.9 47,83787.7

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 194 34

退職給付引当金 1,026 1,192

役員退職引当金 65 79

固定負債合計 1,2862.4 1,3062.4

負債合計 49,39290.3 49,14490.1

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１　資本金 2,1924.0 2,1924.0

２　資本剰余金 2,0403.7 2,0403.7

３　利益剰余金 910 1.7 1,0832.0

４　自己株式 ※２ △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計 5,1429.4 5,3159.7

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 168 0.3 113 0.2

評価・換算差額等合計 168 0.3 113 0.2

純資産合計 5,3119.7 5,4289.9

負債純資産合計 54,703100.0 54,572100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

完成工事高 69,180 69,944

不動産事業等売上高 296 69,476100.0 660 70,604100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 ※２ 65,575 66,461

不動産事業等売上原価 172 65,74894.6 611 67,07395.0

売上総利益

完成工事総利益 3,604 3,482

不動産事業等売上総利益 123 3,7285.4 49 3,5315.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 2,7143.9 2,6423.7

営業利益 1,0131.5 889 1.3

Ⅳ　営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 6 7

その他 14 22 0.0 17 28 0.0

Ⅴ　営業外費用

支払利息 400 430

手形売却損 41 97

その他 33 475 0.7 0 528 0.7

経常利益 561 0.8 389 0.6

Ⅵ　特別利益

前期損益修正益 ※３ 147 53

固定資産売却益 ※４ 140 288 0.4 ─ 53 0.0

Ⅶ　特別損失

前期損益修正損 ※５ 153 65

販売用不動産評価損 105 ─

減損損失 ※６ 20 ─

貸倒引当金繰入額 12 5

貸倒損失 55 48

特別業務委託費 ※７ 96 ─

課徴金 ― 24

違約金 ― 41

その他 ※８ 67 512 0.7 24 209 0.3

税金等調整前当期純利益 337 0.5 233 0.3

法人税、住民税及び事業税 61 61 0.1 61 61 0.1

当期純利益 276 0.4 172 0.2
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高
(百万円)

582 282 633 △2 1,496

連結会計年度中の変動額

第三者割当増資による
新株の発行

1,360 1,360 2,720

新株予約権付社債の新株予約権
行使による新株の発行

249 248 498

当期純利益 276 276

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 149 2 151

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

1,610 1,758 276 1 3,646

平成18年12月31日残高
(百万円)

2,192 2,040 910 △0 5,142

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高
(百万円)

228 228 1,724

連結会計年度中の変動額

第三者割当増資による
新株の発行

2,720

新株予約権付社債の新株予約権
行使による新株の発行

498

当期純利益 276

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 151

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△60 △60 △60

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△60 △60 3,586

平成18年12月31日残高
(百万円)

168 168 5,311
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高
(百万円)

2,192 2,040 910 △0 5,142

連結会計年度中の変動額

当期純利益 172 172

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

─ ─ 172 △0 172

平成19年12月31日残高
(百万円)

2,192 2,040 1,083 △0 5,315

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日残高
(百万円)

168 168 5,311

連結会計年度中の変動額

当期純利益 172

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△55 △55 △55

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△55 △55 117

平成19年12月31日残高
(百万円)

113 113 5,428
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 337 233

減価償却費 82 49

減損損失 20 ─

貸倒引当金の増減額(減少：△） △521 △39

退職給付引当金の増減額(減少：△） 236 166

受取利息及び受取配当金 △8 △10

支払利息 400 430

販売用不動産評価損 105 ─

投資有価証券売却損 ― 1

有形固定資産廃棄損 0 3

有形固定資産売却益 △140 ─

有形固定資産売却損 4 ─

未払消費税等の増減額(減少：△） △24 △75

未収消費税等の増減額(増加：△） ─ △91

売上債権の増減額（増加：△） △4,935 △2,940

たな卸資産の増減額(増加：△） △76 △49

仕入債務の増減額（減少：△） 2,308 △2,306

未成工事受入金の増減額(減少：△） △257 △6

未収入金の増減額（増加：△） 282 604

預り金の増減額（減少：△） △492 △413

その他 301 △41

小計 △2,379 △4,485

利息及び配当金の受取額 8 10

利息の支払額 △403 △437

法人税等の支払額 △44 △89

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,818 △5,000

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6 △13

有形固定資産の売却による収入 3 ─

投資有価証券の取得による支出 △1 ─

投資有価証券の売却による収入 ― 2

出資金の払込による支出 ─ △10

貸付けによる支出 △31 △40

貸付金の回収による収入 31 30

その他 28 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 25 △31

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額(減少：△） △806 3,775

長期借入れによる収入 368 ─

長期借入金の返済による支出 △137 △170

新株予約権付社債の発行による収入 1,490 ─

新株予約権付社債の償還による支出 ― △850

株式の発行による収入 2,710 ─

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,624 2,755

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ─

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 832 △2,276

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,546 3,378

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,378 1,101
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社数 １社

連結子会社名　　㈱建創

同左

主要な非連結子会社名

該当事項はありません。

同左

２　持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社がないため、

該当事項はありません。

同左

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

連結子会社の事業年度は連結財務諸表

提出会社と同一であります。

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

たな卸資産

①販売用不動産

個別法による原価法

②未成工事支出金等(未成工事支出金)

個別法による原価法

③未成工事支出金等(材料貯蔵品)

移動平均法による原価法

たな卸資産

①販売用不動産

同左

②未成工事支出金等(未成工事支出金)

同左

③未成工事支出金等(材料貯蔵品)

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(附属設備を除く)につい

ては定額法)によっております。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

有形固定資産

建物（附属設備は除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

　法人税法に規定する旧定率法

②平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの

　法人税法に規定する旧定額法

③平成19年４月１日以降に取得したもの

　法人税法に規定する定額法

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

　法人税法に規定する旧定率法
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　 前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

②平成19年４月１日以降に取得したもの

　法人税法に規定する定率法

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

（会計方針の変更）

法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、これに伴う当連結会計年度の損益

に与える影響は軽微であります。

無形固定資産

定額法によっております。

　ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。

無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に充て

るため、過年度の実績を基礎に将来の補償

見込を加味して計上する方法によってお

ります。

完成工事補償引当金

同左

工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、当連結会計年度末における未引渡工事

の損失見込額を計上しております。

工事損失引当金

同左

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額基準により計上する方法

によっております。

賞与引当金

同左
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　 前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

　なお、会計基準変更時差異は、15年による

均等額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(15年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理することとして

おります。

退職給付引当金

同左

役員退職引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の100％を計上

しております。

役員退職引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

(5) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上基準は、工事進行基準

によっております。

なお、工事進行基準による完成工事高

は、65,175百万円であります。

①完成工事高の計上基準

同左

　

なお、工事進行基準による完成工事高

は、62,940百万円であります。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の

会計処理は、税抜方式によっております。

②消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価は、全

面時価評価法によっております。

同左

６　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短期投資

からなります。

同左
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会計処理の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会　平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日)を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純利益は、20百万円減少して

おります。

―――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」 (企業会計基準委員会　平成 17年 12月

９日　企業会計基準第５号 )及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」 (企業会計基準

委員会　平成 17年 12月９日　企業会計基準適用指針第８号

)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,311

百万円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における

連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成し

ております。

―――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

１ 受取手形割引高 416百万円 １ 受取手形割引高 2,273百万円

※２　担保の状況

　担保付債務

短期借入金 12,131百万円

(うち１年以内返済
 予定長期借入金)

(169百万円)

長期借入金 194百万円

担保提供資産

　販売用不動産 1,044百万円

　建物 399百万円

　土地 1,562百万円

　投資有価証券 433百万円

計 3,438百万円

なお、販売用不動産、建物、土地については極度額5,000百

万円の根抵当権を設定しております。

なお、当連結会計年度末の自己株式(24,612株)のうち

7,400株は借入金の担保に供しております。

※２　担保の状況

　担保付債務

短期借入金 15,543百万円

(うち１年以内返済
 予定長期借入金)

(158百万円)

長期借入金 34百万円

担保提供資産

　販売用不動産 521百万円

　建物 376百万円

　土地 1,562百万円

　投資有価証券 339百万円

計 2,799百万円

なお、販売用不動産、建物、土地については極度額4,700百

万円の根抵当権を設定しております。

また、当連結会計年度末の自己株式(27,091株)のうち

7,400株は借入金の担保に供しております。

上記のほか、工事請負代金の債権譲渡担保差入証書を差

し入れており、これに対応する工事請負代金総額（既入金

額を除く）は、20,072百万円であります。

※３　連結会計年度末日満期手形の処理

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。当連結会計年度末日は金融

機関が休日のため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。

　受取手形 5百万円

　支払手形 337百万円

※３　連結会計年度末日満期手形の処理

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。当連結会計年度末日は金融

機関が休日のため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。

　受取手形 5百万円

　支払手形 316百万円

　４　偶発債務(保証債務)

連結会社以外の会社の手付金等保証に対して連帯保証を

行っております。

㈱ダイドーサービス 237百万円

和田興産㈱ 146百万円

創建ホームズ㈱ 138百万円

㈱アキムラシー・アイ・
エックス

60百万円

計 582百万円

　４　偶発債務(保証債務)

連結会社以外の会社の手付金等保証に対して連帯保証を

行っております。

ペアシティーズ㈱ 167百万円

㈱ダイドーサービス 106百万円

和田興産㈱ 38百万円

㈱山ノ手開発 25百万円

㈱アキムラシー・アイ・
エックス

6百万円

計 345百万円
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

　従業員給料手当 924百万円

　退職給付引当金繰入額 132百万円

　地代家賃 301百万円

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目
　

　従業員給料手当 939百万円

　退職給付引当金繰入額 113百万円

　地代家賃 297百万円

※２　研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、
24百万円であります。

※２　研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、
31百万円であります。

　
　

※３　前期損益修正益の内訳

　貸倒引当金戻入 122百万円

　労災保険料還付金 15百万円

　未払金計上差額 2百万円

　その他 7百万円

計 147百万円

　

※３　前期損益修正益の内訳

　工事未払金計上差額 14百万円

　役員退職引当金戻入益 13百万円

　労災保険料還付金 13百万円

　その他 12百万円

計 53百万円
　

※４　固定資産売却益の内訳

　建物売却益 134百万円

　土地売却益 6百万円

計 140百万円

　

―――――

　

※５　前期損益修正損の内訳

　手直し費用 42百万円

　工事未払金計上差額 42百万円

　受注計上差額 36百万円

　その他 32百万円

計 153百万円

　

※５　前期損益修正損の内訳

　工事未払金計上差額 28百万円

　工事中止による損失 13百万円

　受注計上差額 9百万円

　その他 14百万円

計 65百万円

※６　減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下の資産グ
ループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 件数

遊休資産 土地 東京都渋谷区 １件

処分予定資産 土地 兵庫県伊丹市 １件

減損損失を認識した遊休資産及び処分予定資産について
は、それぞれ個別の物件毎にグルーピングしております。
近年の著しい地価の下落により、上記の資産の帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（20百
万円）として特別損失に計上しました。
なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測
定しております。正味売却価額は、当該資産の重要性が乏し
いため、路線価に基づき算定しております。

―――――

※７　特別業務委託費

特別業務委託費は、当連結会計年度において発生したＮ
ＩＳグループ㈱との資本及び業務提携に係るアドバイザ
リー費用であります。

―――――

※８　特別損失の「その他」の内訳

　建物売却損 4百万円

　固定資産廃棄損 0百万円

　損害賠償金 37百万円

　その他 26百万円

計 67百万円

※８　特別損失の「その他」の内訳

　投資有価証券売却損 1百万円

　固定資産廃棄損 3百万円

　和解金等 15百万円

　その他 3百万円

計 24百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 26,800,000 21,133,221 ― 47,933,221

(変動事由の概要 )

増加数の内訳は、次のとおりであります。

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使請求に伴う新株の発行による増加3,233,221株及び

第三者割当増資に伴う新株の発行による増加17,900,000株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 821,252 3,360 800,000 24,612

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加3,360株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使請求に伴う自己株式の移転による減少800,000株

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 47,933,221 ― ― 47,933,221

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式　(株) 24,612 2,479 ─ 27,091

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加2,479株

　

EDINET提出書類

株式会社新井組(E00126)

有価証券報告書

39/80



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年12月31日)

現金預金勘定 3,378百万円

現金及び現金同等物 3,378百万円

　

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年12月31日)

現金預金勘定 1,101百万円

現金及び現金同等物 1,101百万円

　

２　重要な非資金取引の内容

新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

新株予約権の行使による
資本金増加額

249百万円

新株予約権の行使による
資本剰余金増加額

397百万円

新株予約権の行使による
自己株式の減少額

2百万円

新株予約権の行使による
新株予約権付社債の減少額

650百万円

―――――
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相 当 額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相 当 額
(百万円)

車両運搬具 13 7 5

工具器具・
備品

48 15 33

その他 17 6 11

合計 79 29 50

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相 当 額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相 当 額
(百万円)

車両運搬具 24 9 15

工具器具・
備品

52 30 22

その他 21 11 10

合計 99 51 48

同左

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 16百万円

１年超 34百万円

計 50百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 19百万円

１年超 29百万円

計 48百万円

同左

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 13百万円

減価償却費相当額 13百万円

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 19百万円

減価償却費相当額 19百万円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の

記載は省略しております。

（減損損失について）

同左
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

種類

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

　
取得原価
　

(百万円)

連結貸借
対照表
計上額
(百万円)

　
差額
　

(百万円)

　
取得原価
　

(百万円)

連結貸借
対照表
計上額
(百万円)

　
差額
　

(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 171 455 283 171 364 192

小計 171 455 283 171 364 192

(2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 7 6 △0 7 4 △2

小計 7 6 △0 7 4 △2

合計 178 461 283 178 368 190

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

売却額　　　　　　　　　(百万円) ― 2

売却益の合計額　　　　　(百万円) ― ―

売却損の合計額　　　　　(百万円) ― 1

　

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

非上場株式　　　　　　　(百万円) 469 465

　

　

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。

　

次へ
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、確定給付型の

制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支

払う場合があります。

連結財務諸表提出会社は、退職一時金制度から適格退職

年金制度への一部移行を昭和38年に実施しており、従業員

に対する退職給与の63％相当額について適格退職年金制度

を採用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項

　イ　退職給付債務 △3,988百万円

　ロ　年金資産 1,171百万円

　ハ　未積立退職給付債務
（イ＋ロ）

△2,817百万円

　ニ　会計基準変更時差異の
未処理額

1,270百万円

　ホ　未認識数理計算上の差異 795百万円

　ヘ　未認識過去勤務債務 △274百万円

　ト　連結貸借対照表計上額 △1,026百万円

　　　(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

　チ　前払年金費用 ―百万円

　リ　退職給付引当金（ト－チ） △1,026百万円

(注) 「リ　退職給付引当金」は、執行役員退職金期末要支給額80百万

円を含んでおります。

２　退職給付債務に関する事項

　イ　退職給付債務 △3,903百万円

　ロ　年金資産 1,131百万円

　ハ　未積立退職給付債務
（イ＋ロ）

△2,772百万円

　ニ　会計基準変更時差異の
未処理額

1,129百万円

　ホ　未認識数理計算上の差異 703百万円

　ヘ　未認識過去勤務債務 △251百万円

　ト　連結貸借対照表計上額 △1,192百万円

　　　(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

　チ　前払年金費用 ―百万円

　リ　退職給付引当金（ト－チ） △1,192百万円

(注) 「リ　退職給付引当金」は、執行役員退職金期末要支給額63百万

円を含んでおります。

３　退職給付費用に関する事項

　イ　勤務費用 181百万円

　ロ　利息費用 95百万円

　ハ　期待運用収益 △27百万円

　ニ　会計基準変更時差異の
費用処理額

141百万円

　ホ　数理計算上の差異の
費用処理額

78百万円

　ヘ　過去勤務債務の費用処理額 △22百万円

　ト　退職給付費用 446百万円

　　　(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

(注) １　「イ　勤務費用」は、執行役員分23百万円を含んでおります。

２ 過去勤務債務の費用処理額は、退職給付制度の減額改訂に

よるものであります。

３　退職給付費用に関する事項

　イ　勤務費用 170百万円

　ロ　利息費用 97百万円

　ハ　期待運用収益 △29百万円

　ニ　会計基準変更時差異の
費用処理額

141百万円

　ホ　数理計算上の差異の
費用処理額

76百万円

　ヘ　過去勤務債務の費用処理額 △22百万円

　ト　退職給付費用 432百万円

　　　(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

(注) １　「イ　勤務費用」は、執行役員分21百万円を含んでおります。

２ 過去勤務債務の費用処理額は、退職給付制度の減額改訂に

よるものであります。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　イ　退職給付見込額の
期間配分方法

期間定額基準

　ロ　割引率 2.5％

　ハ　期待運用収益率 2.5％

　ニ　数理計算上の差異の処理年数 15年

　ホ　会計基準変更時差異の処理年数 15年

　ヘ　過去勤務債務の額の処理年数 15年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　イ　退職給付見込額の
期間配分方法

同左

　ロ　割引率 同左

　ハ　期待運用収益率 同左

　ニ　数理計算上の差異の処理年数 同左

　ホ　会計基準変更時差異の処理年数 同左

　ヘ　過去勤務債務の額の処理年数 同左
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

繰延税金資産

　繰越欠損金 2,413百万円

　販売用不動産評価損 2,051百万円

　固定資産評価損 296百万円

　貸倒引当金損金算入限度超過額 155百万円

完成工事補償引当金損金算入限度超
過額

187百万円

　退職給付引当金損金
　算入限度超過額

415百万円

　役員退職引当金繰入額 26百万円

　その他 368百万円

繰延税金資産小計 5,915百万円

評価性引当額 △4,183百万円

繰延税金資産合計 1,732百万円

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金 △125百万円

　その他有価証券評価差額金 △114百万円

繰延税金負債合計 △239百万円

繰延税金資産の純額 1,492百万円
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

繰延税金資産

　繰越欠損金 3,156百万円

　販売用不動産評価損 1,086百万円

　固定資産評価損 285百万円

　貸倒引当金 265百万円

完成工事補償引当金 195百万円

　退職給付引当金 482百万円

　役員退職引当金繰入額 32百万円

　その他 327百万円

繰延税金資産小計 5,832百万円

評価性引当額 △4,100百万円

繰延税金資産合計 1,732百万円

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金 △125百万円

　その他有価証券評価差額金 △77百万円

繰延税金負債合計 △202百万円

繰延税金資産の純額 1,529百万円
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

　(調整)

　永久に損金に算入されない項目 26.1％

　住民税均等割等 16.5％

　評価性引当額の増減等 △65.0％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

18.1％

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

　(調整)

　永久に損金に算入されない項目 26.2％

　住民税均等割等 22.7％

　評価性引当額の増減等 △63.3％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

26.1％
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める建設事業

の割合がいずれも90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第一号（記載上の注意14）に基づき、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める建設事業

の割合がいずれも90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第一号（記載上の注意14）に基づき、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

海外売上高はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

海外売上高はありません。

　

【関連当事者との取引】

Ⅰ　前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

110.86円

9.80円

113.31円

3.61円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

同左

　
(注) １　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

当連結会計年度末
(平成19年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円) 5,311 5,428

普通株式に係る純資産額 (百万円) 5,311 5,428

普通株式の発行済株式数 　(千株) 47,933 47,933

普通株式の自己株式数 　(千株) 24 27

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数
　(千株) 47,908 47,906

　
２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 (百万円) 276 172

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 276 172

普通株式の期中平均株式数 (千株) 28,210 47,907

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（未償還残高

850百万円）。この概要は、「新

株予約権等の状況」、「社債明

細表」及び「重要な後発事

象」に記載のとおりでありま

す。

第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（平成19年１

月５日に未償還額の全額を繰

上償還）。この概要は、「社債

明細表」に記載のとおりであ

ります。
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

平成18年12月１日開催の当社取締役会において、当社が

発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還を決議し、以下のとおり実施いたしました。

１　繰上償還を行う理由：平成18年12月１日現在の当社の株価水準が、本社債の発行

を決議した当時に当社が想定していた水準とは大きく乖離

しており、このような状況のもとで転換を進めることは転

換価額の修正による潜在株式の増大を招くこととなるの

で、当社といたしましては、潜在株式の増大を回避するた

め、本社債の社債要項第９項第(3)号の規定に基づき、平成

19年１月５日をもって未償還額の全部を繰上償還すること

といたしました。

２　繰上償還する銘柄：株式会社新井組第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

３　繰上償還日：平成19年１月５日

なお、当社と割当先との間で平成18年12月11日以降の行

使請求は行わない旨合意しております。

４　繰上償還する本社債の概要

①　発行日：平成18年３月27日

②　当初の償還期限：平成20年３月27日

③　発行総額：1,500百万円

④　未償還残高：850百万円

⑤　繰上償還金額：額面100円につき金100円

なお、繰上償還資金850百万円につきましては、銀行借入

により充当いたしました。

１　当社グループは、平成20年１月10日開催の当社取締役会及

び平成20年１月11日開催の連結子会社取締役会で、従来の

担保に追加して新たに下記の資産を金融機関宛てに担保提

供することを決議しました。

販売用不動産 175百万円

建物 22百万円

土地 44百万円

地上権 40百万円

投資有価証券 32百万円

また、上記のほか、金融機関宛てに工事請負代金の債権譲

渡担保の差し入れを決議しており、これに対応する工事請

負代金総額（既入金額を除く）は、25,416百万円（平成19

年12月末日現在）であります。

２　当社は、平成20年１月28日開催の取締役会で、従来の担保

に追加して工事請負代金総額（既入金額を除く）2,388百

万円（平成20年１月末日予定額）を金融機関宛てに債権譲

渡担保として差し入れることを決議しました。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

㈱新井組
第１回無担保転換
社債型新株予約権
付社債

平成18年３月27日 850 ― ― なし 平成20年３月27日

(注) １　新株予約権付社債に関する記載は、次のとおりであります。

発行
すべき
株式

新株予約
権の発行
価額
(円)

株式の
発行価格
(円)

発行価額
の総額
(百万円)

新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額
(百万円)

新株予約
権の付与
割合
(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込
に関する
事項

㈱新井組
普通株式

無償

当初発行価格
243円

(注) (2)

1,500 650 100
平成18年3月28日

～平成20年3月26日
(注) (1)

(注) (1) 平成13年改正旧商法第341条の３第１項第７号及び第８号により、本新株予約権を行使したとき

は本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払

込とする旨の請求があったものとみなし、かつ当該請求に基づく払込があったものとします。

(2) 転換価額の修正

本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日(ただし、初回は平成18年３月28日とする。)(以

下「決定日」という。)の３取引日以降、転換価額は、決定日まで(当日を含む。)の3連続取引日

(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３

連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値の90％に相当する金額(円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てます。以下「決定日価額」という。)に修正され

ます。

なお、時価算定期間内に転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株

予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整されます。

ただし、かかる算出の結果、決定日価額が122円(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合

には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が365円(以下「上限転換価額」とい

う。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とします。

なお、平成18年12月31日現在の修正後転換価額は、143.6円でありますが、当社と割当先との間

で平成18年12月11日以降の行使請求は行わない旨合意しております。

２ 「重要な後発事象」に記載のとおり、平成18年12月１日開催の当社取締役会において、当社が発行した第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還を決議し、平成19年１月５日付で未償還残高の全額を繰上償

還しました。
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 13,800 17,576 2.19 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 169 158 3.28 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

194 34 2.63平成21年３月31日

合計 14,164 17,769 ― ―

(注) １　「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとお

りであります。

　

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 34 ― ― ―

　

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

現金預金 3,186 955

受取手形 ※５ 177 221

完成工事未収入金 39,691 42,527

販売用不動産 ※２ 1,319 792

未成工事支出金 584 1,173

材料貯蔵品 495 436

短期貸付金 ― 20

前払費用 518 532

未収入金 1,672 1,052

その他 717 519

貸倒引当金 △431 △414

流動資産合計 47,93187.9 47,81688.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

建物 ※２ 1,124 1,105

減価償却累計額 635 488 642 462

構築物 52 52

減価償却累計額 40 11 42 9

機械装置 384 378

減価償却累計額 364 19 359 19

車両運搬具 4 4

減価償却累計額 4 0 4 0

工具器具・備品 339 335

減価償却累計額 274 65 275 60

土地 ※２ 1,564 1,564

有形固定資産計 2,150 2,116

２　無形固定資産

ソフトウェア 6 5

電話加入権 60 60

無形固定資産計 66 65

３　投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 931 834

関係会社株式 238 238

出資金 ─ 10

長期貸付金 24 24

従業員に対する長期貸付金 82 73

破産債権、更生債権等 381 365

長期前払費用 ─ 6

繰延税金資産 1,492 1,529

長期保証金 526 550

長期未収入金 602 554

その他 161 122

貸倒引当金 △39 △25

投資その他の資産計 4,401 4,286

固定資産合計 6,61712.1 6,46811.9

資産合計 54,548100.0 54,284100.0

EDINET提出書類

株式会社新井組(E00126)

有価証券報告書

50/80



　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

支払手形 ※1,5 12,364 13,568

工事未払金 ※１ 17,252 13,620

短期借入金 ※２ 13,970 17,735

一年以内償還の
新株予約権付社債

850 ―

未払金 240 71

未払費用 6 7

未払法人税等 93 62

未払事業所税 10 8

未成工事受入金 210 204

預り消費税等 1,486 1,244

預り金 693 279

前受収益 1 2

完成工事補償引当金 463 481

工事損失引当金 42 19

賞与引当金 46 48

従業員預り金 147 147

流動負債合計 47,87987.8 47,50287.5

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 194 34

退職給付引当金 1,026 1,192

役員退職引当金 65 79

固定負債合計 1,2862.3 1,3062.4

負債合計 49,16590.1 48,80889.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１　資本金 2,1924.0 2,1924.0

２　資本剰余金

(1) 資本準備金 1,890 1,890

(2) その他資本剰余金 149 149

資本剰余金合計 2,0403.8 2,0403.8

３　利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 183 183

繰越利益剰余金 798 946

利益剰余金合計 982 1.8 1,1302.1

４　自己株式 ※２ △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計 5,2149.6 5,3629.9

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 168 0.3 113 0.2

評価・換算差額等合計 168 0.3 113 0.2

純資産合計 5,3839.9 5,47510.1

負債純資産合計 54,548100.0 54,284100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

完成工事高 68,661 68,831

不動産事業等売上高 288 68,949100.0 654 69,485100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 ※１ 65,199 65,488

不動産事業等売上原価 165 65,36494.8 604 66,09295.1

売上総利益

完成工事総利益 3,461 3,342

不動産事業等売上総利益 123 3,5855.2 50 3,3934.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費

役員報酬 97 128

従業員給料手当 884 889

賞与引当金繰入額 15 13

退職金 7 21

退職給付引当金繰入額 132 113

役員退職引当金繰入額 14 25

法定福利費 134 125

福利厚生費 7 6

修繕維持費 5 ─

事務用品費 167 146

通信交通費 192 166

動力用水光熱費 22 21

調査研究費 ※１ 8 11

広告宣伝費 9 13

貸倒引当金繰入額 7 ─

交際費 82 53

寄付金 4 1

地代家賃 289 285

減価償却費 35 30

租税公課 80 76

保険料 35 23

雑費 387 2,6213.8 378 2,5333.7

営業利益 963 1.4 859 1.2
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅳ　営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 6 7

その他 12 20 0.0 17 26 0.0

Ⅴ　営業外費用

支払利息 400 430

手形売却損 41 97

その他 33 475 0.7 0 528 0.7

経常利益 509 0.7 358 0.5

Ⅵ　特別利益

前期損益修正益 ※２ 144 47

固定資産売却益 ※３ 140 285 0.4 ─ 47 0.1

Ⅶ　特別損失

前期損益修正損 ※４ 153 65

投資有価証券売却損 ― 1

販売用不動産評価損 105 ─

減損損失 ※５ 20 ─

貸倒引当金繰入額 ― 4

貸倒損失 55 48

特別業務委託費 ※６ 96 ─

課徴金 ― 24

違約金 ― 41

その他 ※７ 63 495 0.7 22 208 0.3

税引前当期純利益 299 0.4 198 0.3

法人税、住民税及び事業税 60 60 0.1 50 50 0.1

当期純利益 239 0.3 148 0.2
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完成工事原価報告書

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費 7,778 11.9 8,489 13.0

労務費 10,493 16.1 9,433 14.4

(うち労務外注費) (9,991)(15.3) (9,408)(14.4)

外注費 39,644 60.8 40,601 62.0

経費 7,284 11.2 6,964 10.6

(うち人件費) (3,181)(4.9) (3,376)(5.2)

計 65,199100.0 65,488100.0

(注)　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

　

不動産事業等売上原価報告書

不動産事業

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

不動産購入費 74 56.3 379 66.8

経費 57 43.7 188 33.2

計 132 100.0 568 100.0

(注)　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

　

建設関連事業

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費 5 16.0 10 30.0

外注費 19 59.1 14 41.0

経費 8 24.9 10 29.0

計 32 100.0 35 100.0

(注)　原価計算の方法は、総合原価計算の方法により原価を材料費、外注費及び経費の要素別に分類集計しております。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高
(百万円)

582 282 ― 282

事業年度中の変動額

第三者割当増資による
新株の発行

1,360 1,360 1,360

新株予約権付社債の新株予約権行使に
よる新株の発行

249 248 248

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 149 149

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
(百万円)

1,610 1,608 149 1,758

平成18年12月31日残高
(百万円)

2,192 1,890 149 2,040

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産圧縮

積立金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高
(百万円)

183 558 742 △2 1,604

事業年度中の変動額

第三者割当増資による
新株の発行

2,720

新株予約権付社債の新株予約権行使に
よる新株の発行

498

当期純利益 239 239 239

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 2 151

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
(百万円)

― 239 239 1 3,609

平成18年12月31日残高
(百万円)

183 798 982 △0 5,214

　

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高
(百万円 )

228 228 1,833

事業年度中の変動額

第三者割当増資による
新株の発行

2,720

新株予約権付社債の新株予約権行使に
よる新株の発行

498

当期純利益 239

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 151

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△60 △60 △60

事業年度中の変動額合計
(百万円)

△60 △60 3,549

平成18年12月31日残高
(百万円)

168 168 5,383
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当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高
(百万円)

2,192 1,890 149 2,040

事業年度中の変動額

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
(百万円)

─ ─ ─ ─

平成19年12月31日残高
(百万円)

2,192 1,890 149 2,040

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産圧縮

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
(百万円)

183 798 982 △0 5,214

事業年度中の変動額

当期純利益 148 148 148

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
(百万円)

─ 148 148 △0 147

平成19年12月31日残高
(百万円)

183 946 1,130 △0 5,362

　

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高
(百万円)

168 168 5,383

事業年度中の変動額

当期純利益 148

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△55 △55 △55

事業年度中の変動額合計
(百万円)

△55 △55 92

平成19年12月31日残高
(百万円)

113 113 5,475
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重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及び評価方

法

　

販売用不動産

個別法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

移動平均法による原価法

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

材料貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(附属設備を除く)につい

ては定額法)によっております。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

有形固定資産

建物（附属設備は除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

　法人税法に規定する旧定率法

②平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの

　法人税法に規定する旧定額法

③平成19年４月１日以降に取得したもの

　法人税法に規定する定額法

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

　法人税法に規定する旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得したもの

　法人税法に規定する定率法

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

（会計方針の変更）

法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、これに伴う当事業年度の損益に与

える影響は軽微であります。
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

無形固定資産

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。

無形固定資産

同左

４　繰延資産の処理方法 社債発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。なお、社債発行費は、損益計算書上で

は営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。なお、株式交付費は、損益計算書上で

は営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い）

当事業年度から、「繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱い」(企業会計基準委

員会　平成18年８月11日　実務対応報告第

19号)を適用しております。

―――――

５　引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に充て

るため、過年度の実績を基礎に将来の補償

見込を加味して計上する方法によってお

ります。

完成工事補償引当金

同左

工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、当事業年度末における未引渡工事の損

失見込額を計上しております。

工事損失引当金

同左

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額基準により計上する方法

によっております。

賞与引当金

同左
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異は、15年によ

る均等額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしております。

退職給付引当金

同左

役員退職引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の100％を計上

しております。

役員退職引当金

同左

６　完成工事高の計上基準 完成工事高の計上基準は、工事進行基準

によっております。

なお、工事進行基準による完成工事高

は、65,147百万円であります。

同左

　

　なお、工事進行基準による完成工事高は、

62,735百万円であります。

７　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

８　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の

会計処理は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
同左
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会計処理の変更

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会　平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日)を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は、20百万円減少しておりま

す。

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会　平

成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号)を適用して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,383

百万円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸

表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

―――――

　

表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

――――― （貸借対照表関係）

　前事業年度まで投資その他の資産「その他」に含めて表

示しておりました「出資金」については、当事業年度にお

いて金額の重要性が増したため、区分掲記しました。

　なお、前事業年度の「出資金」は、0百万円であります。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

※１　このうち関係会社に対する資産及び負債

　支払手形 781百万円

　工事未払金 960百万円

※１　このうち関係会社に対する資産及び負債

　支払手形 1,240百万円

　工事未払金 993百万円

※２　担保の状況 ※２　担保の状況

担保付債務

　短期借入金 12,131百万円

　(うち１年以内返済
　 予定長期借入金)

(169百万円)

　長期借入金 194百万円
　

担保付債務
　

　短期借入金 15,543百万円

　(うち１年以内返済
　 予定長期借入金)

(158百万円)

　長期借入金 34百万円

担保提供資産

　販売用不動産 1,044百万円

　建物 399百万円

　土地 1,562百万円

　投資有価証券 433百万円

計 3,438百万円

なお、販売用不動産、建物、土地については極度額5,000百

万円の根抵当権を設定しております。

なお、期末の自己株式(24,612株)のうち7,400株は借入金

の担保に供しております。

担保提供資産

　販売用不動産 521百万円

　建物 376百万円

　土地 1,562百万円

　投資有価証券 339百万円

計 2,799百万円

なお、販売用不動産、建物、土地については極度額4,700百

万円の根抵当権を設定しております。

また、事業年度末の自己株式(27,091株)のうち7,400株は

借入金の担保に供しております。

上記のほか、工事請負代金の債権譲渡担保差入証書を差

し入れており、これに対応する工事請負代金総額（既入金

額を除く）は、20,072百万円であります。

３　偶発債務(保証債務)

下記の会社の手付金等保証に対して連帯保証を行ってお

ります。

㈱ダイドーサービス 237百万円

和田興産㈱ 146百万円

創建ホームズ㈱ 138百万円

㈱アキムラシー・アイ・

エックス
60百万円

計 582百万円

３　偶発債務(保証債務)

下記の会社の手付金等保証に対して連帯保証を行ってお

ります。

ペアシティーズ㈱ 167百万円

㈱ダイドーサービス 106百万円

和田興産㈱ 38百万円

㈱山ノ手開発 25百万円

㈱アキムラシー・アイ・

エックス
6百万円

計 345百万円

４ 受取手形割引高 416百万円 ４ 受取手形割引高 2,273百万円

※５　期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。当期末日は、金融機関が休日のため、次

の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

　受取手形 5百万円

　支払手形 337百万円

※５　事業年度末日満期手形の処理

事業年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。当事業年度末日は、金融機関が休

日のため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に

含まれております。

　受取手形 5百万円

　支払手形 316百万円
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総

額は24百万円であります。

※１　研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総

額は31百万円であります。

※２　前期損益修正益の内訳

　貸倒引当金戻入 120百万円

　労災保険料還付金 15百万円

　未払金計上差額 2百万円

　その他 6百万円

計 144百万円
　

※２　前期損益修正益の内訳
　

　役員退職引当金戻入益 13百万円

　工事未払金計上差額 13百万円

　労災保険料還付金 13百万円

　その他 6百万円

計 47百万円

※３　固定資産売却益の内訳

　建物売却益 134百万円

　土地売却益 6百万円

計 140百万円
　

―――――
　

※４　前期損益修正損の内訳

　手直し費用 42百万円

　工事未払金計上差額 42百万円

　受注計上差額 36百万円

　その他 32百万円

計 153百万円
　

※４　前期損益修正損の内訳
　

　工事未払金計上差額 28百万円

　工事中止による損失 13百万円

　受注計上差額 9百万円

　その他 14百万円

計 65百万円

※５　減損損失

当社は、当事業年度において以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 件数

遊休資産 土地 東京都渋谷区 １件

処分予定資産 土地 兵庫県伊丹市 １件

減損損失を認識した遊休資産及び処分予定資産について

は、それぞれ個別の物件毎にグルーピングしております。

近年の著しい地価の下落により、上記の資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（20百

万円）として特別損失に計上しました。

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測

定しております。正味売却価額は、当該資産の重要性が乏し

いため、路線価に基づき算定しております。

―――――

※６　特別業務委託費

特別業務委託費は、当事業年度において発生したＮＩＳ

グループ㈱との資本及び業務提携に係るアドバイザリー費

用であります。

―――――

※７　特別損失の「その他」の内訳

　固定資産廃棄損 0百万円

　損害賠償金 37百万円

　その他 26百万円

計 63百万円

※７　特別損失の「その他」の内訳

　固定資産廃棄損 3百万円

　和解金等 15百万円

　その他 3百万円

計 22百万円
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(株主資本等変動計算書関係)

　

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式　(株) 821,252 3,360 800,000 24,612

(変動事由の概要 )

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取による増加3,360株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使請求に伴う自己株式の移転による減少800,000株

　

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式　(株) 24,612 2,479 ─ 27,091

(変動事由の概要 )

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取による増加2,479株
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相 当 額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相 当 額
(百万円)

車両運搬具 13 7 5

工具器具・
備品

48 15 33

その他 12 4 7

合計 74 27 47

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相 当 額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相 当 額
(百万円)

車両運搬具 24 9 15

工具器具・
備品

52 30 22

その他 16 7 8

合計 93 47 46

同左

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 15百万円

１年超 32百万円

計 47百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 18百万円

１年超 28百万円

計 46百万円

同左

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 18百万円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の

記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

　

(有価証券関係)

前事業年度(平成18年12月31日)及び当事業年度(平成19年12月31日)のいずれにおいても子会社株式で

時価のあるものはありません。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

繰延税金資産

繰越欠損金 2,413百万円

販売用不動産評価損 2,051百万円

固定資産評価損 296百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 149百万円

完成工事補償引当金損金算入限度超
過額

187百万円

退職給付引当金損金

算入限度超過額
415百万円

役員退職引当金繰入額 26百万円

その他 367百万円

繰延税金資産小計 5,909百万円

評価性引当額 △4,177百万円

繰延税金資産合計 1,732百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △125百万円

その他有価証券評価差額金 △114百万円

繰延税金負債合計 △239百万円

繰延税金資産の純額 1,492百万円
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

繰延税金資産

繰越欠損金 3,156百万円

販売用不動産評価損 1,086百万円

固定資産評価損 285百万円

貸倒引当金 263百万円

完成工事補償引当金 195百万円

退職給付引当金 482百万円

役員退職引当金繰入額 32百万円

その他 327百万円

繰延税金資産小計 5,830百万円

評価性引当額 △4,097百万円

繰延税金資産合計 1,732百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △125百万円

その他有価証券評価差額金 △77百万円

繰延税金負債合計 △202百万円

繰延税金資産の純額 1,529百万円
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

　(調整)

　永久に損金に算入されない項目 29.3％

　住民税均等割等 18.3％

　評価性引当額の増減等 △68.1％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

20.0％

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

　(調整)

　永久に損金に算入されない項目 30.9％

　住民税均等割等 26.6％

　評価性引当額の増減等 △72.8％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

25.2％

　

　

(企業結合等関係)

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

112.36円

8.50円

114.30円

3.09円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

同左

　
(注) １　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度末
(平成18年12月31日)

当事業年度末
(平成19年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円) 5,383 5,475

普通株式に係る純資産額 (百万円) 5,383 5,475

普通株式の発行済株式数 　(千株) 47,933 47,933

普通株式の自己株式数 　(千株) 24 27

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数
　(千株) 47,908 47,906

　
２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

損益計算書上の当期純利益 (百万円) 239 148

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 239 148

普通株式の期中平均株式数 (千株) 28,210 47,907

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（未償還残高

850百万円）。この概要は、「新

株予約権等の状況」、「社債明

細表」及び「重要な後発事

象」に記載のとおりでありま

す。

第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（平成19年１

月５日に未償還額の全額を繰

上償還）。この概要は、「社債

明細表」に記載のとおりであ

ります。
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

平成18年12月１日開催の当社取締役会において、当社が

発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還を決議し、以下のとおり実施いたしました。

１　繰上償還を行う理由：平成18年12月１日現在の当社の株価水準が、本社債の発行

を決議した当時に当社が想定していた水準とは大きく乖離

しており、このような状況のもとで転換を進めることは転

換価額の修正による潜在株式の増大を招くこととなるの

で、当社といたしましては、潜在株式の増大を回避するた

め、本社債の社債要項第９項第(3)号の規定に基づき、平成

19年１月５日をもって未償還額の全部を繰上償還すること

といたしました。

２　繰上償還する銘柄：株式会社新井組第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

３　繰上償還日：平成19年１月５日

なお、当社と割当先との間で平成18年12月11日以降の行

使請求は行わない旨合意しております。

４　繰上償還する本社債の概要

①　発行日：平成18年３月27日

②　当初の償還期限：平成20年３月27日

③　発行総額：1,500百万円

④　未償還残高：850百万円

⑤　繰上償還金額：額面100円につき金100円

なお、繰上償還資金850百万円につきましては、銀行借入

により充当いたしました。

１　当社は、平成20年１月10日開催の取締役会で、従来の担保

に追加して新たに下記の資産を金融機関宛てに担保提供す

ることを決議しました。

販売用不動産 175百万円

投資有価証券 32百万円

また、上記のほか、金融機関宛てに工事請負代金の債権譲

渡担保の差し入れを決議しており、これに対応する工事請

負代金総額（既入金額を除く）は、25,416百万円（平成19

年12月末日現在）であります。

２　当社は、平成20年１月28日開催の取締役会で、従来の担保

に追加して工事請負代金総額（既入金額を除く）2,388百

万円（平成20年１月末日予定額）を金融機関宛てに債権譲

渡担保として差し入れることを決議しました。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他有価証券

首都圏新都市鉄道㈱ 2,000 100

㈱みなと銀行 367,632 86

関西国際空港㈱ 1,660 83

住友信託銀行㈱ 100,000 74

㈱パルティ川西 1,390 69

東大阪再開発㈱ 1,050 52

日本興亜損害保険㈱ 47,200 48

アーバンライフ㈱ 197,000 47

㈱加西北条都市開発 800 40

新光証券㈱ 65,077 30

逆瀬川都市開発㈱ 600 30

中部国際空港㈱ 506 25

ニッセイ同和損害保険㈱ 43,000 23

その他(28銘柄) 122,363 124

計 950,278 834
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

建物 1,124 11 31 1,105 642 35 462

構築物 52 ─ ─ 52 42 1 9

機械装置 384 ─ 5 378 359 0 19

車両運搬具 4 ─ ─ 4 4 0 0

工具器具備品 339 1 5 335 275 6 60

土地 1,564 ─ ─ 1,564 ─ ─ 1,564

有形固定資産計 3,470 13 42 3,441 1,325 43 2,116

無形固定資産

ソフトウェア ― ― ― 7 2 4 5

電話加入権 ― ― ― 60 ─ ─ 60

無形固定資産計 ― ― ― 68 2 4 65

長期前払費用 ― 7 ― 7 0 0 6

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注)  無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 471 32 32 31 439

完成工事補償引当金 463 481 463 ─ 481

工事損失引当金 42 19 42 ─ 19

賞与引当金 46 48 46 ─ 48

役員退職引当金 65 25 11 ─ 79

(注)  貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額31百万円であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(イ)現金預金

　

区分 金額(百万円)

現金 12

預金

当座預金 12

普通預金 930

別段預金 0

計 942

合計 955

　

(ロ)受取手形

(ａ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

ハイネスコーポレーション㈱ 148

二之宮ハウジング㈱ 65

㈱東日製作所 4

極東開発パーキング㈱ 1

新日本印刷㈱ 1

その他 0

計 221

　

(ｂ)受取手形決済月別内訳

　

決済月別 金額(百万円)

平成20年１月 12

２月 153

３月 11

４月 5

６月 10

７月以降 30

計 221
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(ハ)完成工事未収入金

(ａ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

㈲武蔵ヶ丘振興会 496

㈱レフコート 359

国土交通省　中部地方整備局 235

兵庫県　浜坂土木事務所 233

アーバンライフ㈱ 161

その他 41,042

計 42,527

　

(ｂ)完成工事未収入金の滞留状況
　

計上期別 金額(百万円)

平成19年12月計上額 36,665

平成18年12月以前計上額 5,861

計 42,527

　

(ニ)販売用不動産

　

項目 面積(㎡) 金額(百万円)

販売用土地 204,437 790

販売用建物 107 1

計 ─ 792

販売用土地の地域別内訳は、次のとおりであります。

　関西地区 194,204㎡ 498百万円

　その他の地区 10,233 291

　計 204,437 790

　

(ホ)未成工事支出金

　

期首残高(百万円) 当期支出額(百万円)
完成工事原価への振替額

(百万円)
期末残高(百万円)

584 66,077 65,488 1,173

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

　材料費 25百万円

　労務費 181

　外注費 595

　経費 370

　計 1,173

　

(ヘ)材料貯蔵品

　

区分 金額(百万円)

金属製仮設材 3

その他材料 432

計 436
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②　負債の部

(イ)支払手形

(ａ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

㈱建創 1,240

武田建材㈱ 924

阪神瓦斯産業㈱ 540

㈱ジョイ 348

㈱アイ・ビィ・エフ 347

その他 10,166

計 13,568

　

(ｂ)支払手形決済月別内訳

　

決済月別 金額(百万円)

平成20年１月 3,548

２月 3,101

３月 3,091

４月 3,827

計 13,568

　

(ロ)工事未払金
　

相手先 金額(百万円)

㈱建創 988

武田建材㈱ 275

㈱ジョイ 153

阪神瓦斯産業㈱ 151

西部電気建設㈱ 112

その他 11,939

計 13,620
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(ハ)短期借入金
　

借入先 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 12,261

住友信託銀行㈱ 1,463

㈱みなと銀行 970

㈱みずほコーポレート銀行 678

商工組合中央金庫 627

その他(３行) 1,574

小計 17,576

長期借入金からの振替分 158

合計 17,735

　

(ニ)未成工事受入金
　

期首残高(百万円) 当期受入額(百万円)
完成工事高への振替額

(百万円)
期末残高(百万円)

210 32,272 32,279 204

(注)　損益計算書の完成工事高68,831百万円と上記完成工事高への振替額32,279百万円との差額36,552百万円は完成工

事未収入金の当期発生額であります。なお、「①資産の部(ハ)―(ｂ)完成工事未収入金の滞留状況」の完成工事

未収入金当期計上額との差額113百万円は消費税等の未収入金であります。

　

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

株券の種類
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、50株券、10株券、１株券、100株未満の株数を表
示した株券

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 150円

単元未満株式の買取り

取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであり

ます。

　http://www.araigumi.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注)　当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行

使することができません。

(1)　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1)有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第67期)

自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

平成19年３月30日
近畿財務局長に提出。

(2)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づ
く臨時報告書

平成19年９月３日
近畿財務局長に提出。

(3)半期報告書 (第68期中)自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

平成19年９月21日
近畿財務局長に提出。

(4)有価証券報告書の
訂正報告書

有価証券報告書（第67期）に係る訂正報告書 平成19年12月７日
近畿財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
　

平成１９年３月２９日

株　式　会　社　新　井　組

　　取　締　役　会　 御　中

　

み　す　ず　監　査　法　人

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　蔭　山　幸　男

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　松　田　　　茂

　

監　査　法　人　は　る　か

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　今　澤　光　男

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　白　石　　　実

　

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社新井

組の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社新

井組及び連結子会社の平成１８年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　

以　　上

　

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

　

平成20年３月28日

株 式 会 社　 新 井 組

取 締 役 会　 御 中

霞 が 関 監 査 法 人

　

指 定 社

員

業務執行社員

公認会計士　　森　　内　　茂　　之　　㊞

　

指 定 社

員

業務執行社員

公認会計士　　植　　田　　益　　司　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社新井組の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社新井組及び連結子会社の平成19年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

　

追記情報

１．重要な後発事象１に記載されているとおり、会社及び連結子会社は平成20年１月10日開催の取締役会

及び平成20年１月11日開催の取締役会で、金融機関へ追加担保および工事請負代金の債権譲渡担保を

差し入れることを決議している。

２．重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成20年１月28日開催の取締役会で、金融機関へ工

事請負代金の債権譲渡担保を差し入れることを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

(※)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
　

平成１９年３月２９日

株　式　会　社　新　井　組

　　取　締　役　会　 御　中

　

み　す　ず　監　査　法　人

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　蔭　山　幸　男

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　松　田　　　茂

　

監　査　法　人　は　る　か

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　今　澤　光　男

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　白　石　　　実

　

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社新井

組の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第６７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の

表示を検討することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社新井組

の平成１８年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　

以　　上

　

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

　

平成20年３月28日

株 式 会 社　 新 井 組

取 締 役 会　 御 中

霞 が 関 監 査 法 人

　

指 定 社

員

業務執行社員

公認会計士　　森　　内　　茂　　之　　㊞

　

指 定 社

員

業務執行社員

公認会計士　　植　　田　　益　　司　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社新井組の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第68期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社新井組の平成19年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成20年１月10日開催の取締役会で、金融機関へ追

加担保および工事請負代金の債権譲渡担保を差し入れることを決議している。

２．重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成20年１月28日開催の取締役会で、金融機関へ工

事請負代金の債権譲渡担保を差し入れることを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

(※)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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